
平成１9年４月からスタートする、まちの憲法とな

る“留萌市自治基本条例”｡市民の皆さんの中には、

「自治基本条例って、なに?」「自治基本条例で、私

たちの暮らしやまちがどう変わるの?」という方が

たくさんいると思います｡

このコーナーでは、【市民編】と【市役所編】の全

２回で“留萌市自治基本条例”をご紹介します｡

情
報
の
共
有
の
原
則

　

市
民
が
自
ら
考
え
、
行
動
す
る
市
民
自
治
の

た
め
に
は
、「
情
報
の
共
有
」
は
最
も
基
本
的
な

原
則
で
す
。

　

市
民
、
議
会
、
市
（
市
長
）
が
、
互
い
に
信

頼
関
係
を
築
き
、
同
じ
情
報
を
持
っ
て
、
対
話

を
繰
り
返
し
、
よ
り
よ
い
結
論
（
意
思
決
定
）

を
導
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

市
民
に
は
、
市
政
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を

市
に
求
め
、
取
得
す
る
権
利
「
情
報
を
求
め
る

権
利
」「
知
る
権
利
」
が
あ
り
、
市
に
も
「
情
報

を
提
供
す
る
義
務
」
が
あ
り
ま
す
。

　

市
政
に
関
す
る
市
長
（
市
）
の
考
え
方
が
、

市
民
に
十
分
に
説
明
さ
れ
、
市
民
と
市
と
が
市

政
に
関
す
る
情
報
を
持
ち
合
い
、
活
用
す
る
こ

と
が
大
切
で
あ
り
、「
情
報
共
有
」
が
あ
っ
て
、

は
じ
め
て
「
市
民
参
加
」「
協
働
」
と
い
う
２
つ

の
基
本
原
則
が
意
味
を
持
ち
ま
す
。

市
民
参
加
の
原
則

　

「
計
画
策
定
の
市
民
会
議
や

懇
談
会
に
出
席
し
、
意
見
を

述
べ
る
」「
公
園
な
ど
の
公
共

施
設
の
維
持
管
理
に
取
り
組
む
」
な
ど
、
市
民

が
自
治
の
過
程
に
自
主
的
、
能
動
的
な
ア
ク

シ
ョ
ン（
行
為
、行
動
）を
起
こ
す
こ
と
が
「
市
民

参
加
」
の
原
則
で
す
。

　

市
民
は
自
治
の
主
体
と
し
て
参
加
の
権
利
を

有
す
る
と
と
も
に
、
積
極
的
、
主
体
的
に
市
政

運
営
に
参
加
す
る
責
務
も
発
生
し
ま
す
。

　

市
は
、
市
民
が
参
加
し
や
す
い
環
境
作
り
に

努
め
る
責
務
を
負
い
ま
す
。

協
働
の
原
則

　

市
民
、
議
会
、
市
が
、
自
治
の
担
い
手
と
し

て
の
役
割
の
違
い
を
認
識
し
て
、
互
い
に
対
等

な
立
場
で
役
割
と
責
任
を
分
担
し
、
関
わ
り
あ

う
こ
と
が
「
協
働
」
の
原
則
で
す
。

　

協
働
の
背
景
に
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
企
業
な
ど
が
、

各
々
の
得
意
分
野
で
ノ
ウ
ハ
ウ
を
生
か
し
て
、

「
公
共
サ
ー
ビ
ス
」
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
費
用

を
負
担
し
、
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
市
民
の
メ

リ
ッ
ト
を
増
や
す
と
い
う
理
由
が
あ
り
ま
す
。

噛

市
民
の
権
利

　

市
が
持
っ
て
い
る
情
報
を
、

市
民
が
「
受
け
取
る
」
だ
け
で
は

な
く
、「
要
求
し
取
得
す
る
」
こ
と
を

「
知
る
権
利
」
と
し
て
保
障
す
る
も
の
で
、
市
民

自
治
で
は
、
最
も
基
本
的
な
権
利
で
す
。

　

「
参
加
す
る
権
利
」
は
、
市
民
が
自
治
に
参
加

す
る
こ
と
を
権
利
と
し
て
規
定
す
る
も
の
で
、

市
は
市
民
の
参
加
を
求
め
、
参
加
し
や
す
い
環

境
作
り
に
努
め
る
責
務
を
負
い
ま
す
。

　

自
治
は
、「
地
域
の
共
通
す
る
課
題
を
解
決
す

る
こ
と
」
で
す
か
ら
、「
公
共
的
な
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
る
こ
と
」
も
、
費
用
を
負
担
す
る
市
民
の

「
権
利
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
で
す
。

噛

市
民
の
責
務

　

自
治
の
主
体
で
あ
る
市
民
の
自
主
的
、
積
極

的
な
市
政
運
営
へ
の
参
加
を
「
市
民
の
責
務
」

の
ひ
と
つ
と
し
て
い
ま
す
。
同
時
に
、「
市
民
参

加
」
に
際
し
て
、
市
民
が
互
い
に
尊
重
し
あ
い
、

協
力
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
ま
す
。

　

市
民
自
治
で
は
、「
公
共
の
福
祉
」（
み
ん
な
の

幸
せ
）
や
「
公
益
性
」
を
尊
重
し
判
断
す
る
こ

と
が
必
要
で
す
。
こ
の
観
点
か
ら
、「
自
治
の
担

い
手
」
と
い
う
自
覚
を
持
っ
た
言
動
が
必
要
で

あ
り
、
責
任
も
伴
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
憲
法
に
は
「
納
税
の
義
務
」
が
あ
り

ま
す
が
、
税
や
使
用
料
、
手
数
料
な
ど
「
広
い

意
味
で
、
自
治
の
コ
ス
ト
を
市
民
が
負
担
す
る
」

と
い
う
原
則
を
確
認
し
て
い
ま
す
。

噛

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

　

町
内
会
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
な
ど
の
「
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
に
は
、
地
域
の
市
民
同
士
の
自

主
的
、
主
体
的
な
活
動
や
協
働
を
通
じ
て
、
個
々

の
市
民
で
は
解
決
で
き
な
い
地
域
の
さ
ま
ざ
ま

な
課
題
を
解
決
す
る
役
割
と
責
務
が
期
待
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
役
割

と
責
務
を
市
民
が
認
識
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を

守
り
、
育
て
て
い
こ
う
と
い
う
姿
勢
を
位
置
づ

け
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
は
、
市
民
自
身

の
自
主
性
、
自
立
性
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
こ
と
を
確
認
し
て
い
ま
す
。

【市民の権利】

　第７条　わたしたち市民には、次の権利があります。

　①市が保有する情報を知る権利

　②自治に参加する権利

　③市が行う行政サービスを受ける権利

【市民の責務】

　第８条　わたしたち市民には、次の責務があります。

　①自治の主権者として、互いに尊重しながら、自治に参加すること。

　②自治に参加するときに、自らの発言と行動に責任を持つこと。

　③行政運営と行政サービスに伴う負担を受け持つこと。

【コミュニティ】

　第９条　わたしたち市民は、自治の担い手としてコミュニティの役割と責務を

認識し、コミュニティを守り育てるよう努めなければなりません。

　２　市は、コミュニティの自主性と自立性を尊重しなければなりません。

全編は、留萌市ホームページで公開しています

http://www.e-rumoi.jp
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